
令和 8年度事業計画

1 基本理念
「みんなでつくる 支え合うこころあふれるまち くるめ」の実現に貢献する

2 基本方針
(1)あ らゆる生活課題への武蔦

地域住民から寄せられる多様な生活課題を受け止め、地域を基盤にして解決につなげ

る支援やその仕組みづくりを行います。

①相談・包括的支援体制の強化

これまでの実績を活かし、総合相談・生活支援の取り組みを一層強化します。

②アウトリーチの徹底

これまでのコミュニテイワークや個別支援の実践を活かし、アウトリーチ (地域に

出向いて行く こと)を徹底します。

③地域福祉を推進する中核的な団体としての役割

本会が社会福祉関係者の協議体であるという特性を活かし、多機関連携の中核とな

って、複雑化、多様化した生活課題を制度の狭間に落とすことなく封応します。

④地域における総合的な権利擁護支援の推進

少子高齢社会が進展する中で、単身世帯の増加が見込まれており、判断能力が不十

分になつても安心して地域で自立した生活を送ることができるよう、市と協働し、総

合的な権利擁護支援体制の構築を進めます。

(2)地域のつながりの再構築

地域における住民主体の福祉活動を一層強化するとともに、ボランテイア
。いぽ0法

人、社会福祉法人・福祉施設などの地域の各種団体との協働の取り組みを広げ、地域の

つながりの再構築を図り、「ともに生きる豊かな地域社会」づくりを進めます。

(3)地域から信頼される組織づくり

市との強固なパートナーシップのもと、職員育成や活動財源の確保をはじめとする経

営改善に努め、適正な事業運営と説明責任を果たします。

3 本年度の事業推進の考え方
コロナ禍以降、物価高騰も相まつて、経済的困窮や福祉・生活課題等を背景に、孤独・孤

立の状態に置かれている人が少なくありません。さらに、こうした課題を抱える世帯のこど

もの存在も顕在化しています。
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このような状況の中で、支援を必要とする人に適切な支援をつなげるとともに、「支える

側」、「支えられる側」という関係を越えて、支え合う活動が求められています。

このことを踏まえ、本会では、多様な主体と連携した地域福祉活動の展開や、福祉教育の

取組み、生活困窮者支援に向けた取組み、地域住民の複雑化 D複合化した支援ユーズに対応

する相談支援、地域づくりに向けた支援などを一体的に進め、重層的な支援体制と様々な活

動のネットワーク構築を目指します。

(1)主要事業

ア 地域福祉活動の推進支援
(ア)「第 2期くるめ支え合うプラン」の地域展開

「第 2期くるめ支え合うプラン」のめざす姿である「みんなでつくる 支え合うここ

ろあふれるまち くるめ」の実現に向け、困りごとを抱える当事者を含む住民や多様な

主体が、主体的及び自発的に連携・協働して、地域課題解決に向けた活動を展開できる

よう取り組みます。

具体的な取組みとして、地域に姑し「第 2期くるめ支え合うプラン」を積極的に周知

するとともに、各校区にて作成される「校区福祉活動計画」の策定・見直しを支援しま

す。

・校区福祉活動計画策定支援 15校区
(令和 7年度末 計27校区完成 着手校区4校区)

(イ )見守りや支援の対象者を広げる

見守りや支援の対象者を広げるため、高齢者やこども、障害者などの様々な事例につ

いて、関係機関、団体はもとより、福祉以外の様々な分野とも連携・協働して取り組み

ます。あわせて、フードドライブ活動などの支援・普及に取り組む過程において、生活

困窮世帯など適切な支援につながりにくい方々との出逢いと関係性づくりに努めます。

また、校区社協連合会、校区社協やふれあいの会、支え合い推進会議が行う学習会な

どを通して、地域住民に支援を必要とする様々な人や世帯の現状と課題への理解を促し

ます。

さらに、ふれあいの会などによる見守りや、訪問活動の充実・強化、いきいきサロン

の設置を支援します。

・ボランティアスクール等の支援 各校区2回
・延べ訪問回数 249, 000回
。いきいきサロンの設置数 315か所
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(ウ )コ ミユニティ組織との新たなネットワーク化

支え合い推進会議を通して、多様な主体との関係構築・連携を進めます。

地域住民や様々な関係者が互いに連携 。協働し、支援を必要とされる方々とも支え合

う地域づくりを進めます。

また、地域の絆づくり、支え合いの意識の醸成に繋がつている活動や取組みの把握に

努め、普及につなげるため、各種媒体を活用した広報周知に取り組みます。

(工)興味や関心事を軸として集う市民グループや経済団体等との連携

地域で活動する、共通の興味や関心ごとにより集まつている市民グループや経済団体

等について情報収集するとともに、積極的に関係を深め、それらのグループが行う、様々

な活動や企画等に協力します。また、こうしたグループが地域に根差した地縁組織との

共同企画や事業などへ繋がるよう取り組みます。

また、好事例が生まれた市民グループの活動内容を地縁組織やその他の市民グループ

ヘ周知しつながりの循環を広げます。

(オ)地域福祉を担う人材の育成

社会福祉大会、ボランティアフェスティバル、校区社協を対象とする研修などを実施

し、住民参加による地域福祉活動の目的や重要性を訴え、地域福祉への理解を深めます。

また、校区社協等地域関係者や学校、こどもたちの普段の生活にかかわりの深い PTA

等と連携し、福祉教育の取組みを協働し実践することで、地域に根づいた福祉教育の充

実を図ります。

さらに、企業・事業所等への働きかけを強化し、校区コミュニティ組織や当事者団体

等と連携し、学習会、研修会などの社会人の福祉学習の機会づくりに取り組みます。

イ 相談・支援
(ア)組織内の情報を支援活動に活かす

生活支援課の生活福祉資金貸付等の各種相談事業を通じて把握される要支援ケースに

ついて、当事者の同意のもと、必要に応じて地域福祉課と情報を共有し、連携して支援

を行います。

(イ )継続的で柔軟な対応を行なつていく

「複合・狭間」の課題の緩和・解消に向け、継続的で柔軟な対応を行うために、関係
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機関、関係住民、当事者等が課題について協議する場 (重層的支援会議)を設けるとと

もに、関係機関が把握していながらも支援が届いていないケースの情報共有や地域にお

ける必要な支援体制の検討 (支援会議)を行います。

また、これまで支援につながっていなかつた潜在的な課題を持つ人や支援を拒否する

人に対しアウトリーチを行い、本人や家族との関係づくりから始め、必要に応じて適切

な支援関係機関につなぐなど、本人や家族に寄り添つた支援を行います。

様々な地域福祉課題の解決等にあたつて、ライフレスキュー事業やインフォーマルな

地域資源などを活用していきますと

。ライフレスキュー久留米連絡会への登録法人 31法人

(ウ )地域へのきめ細かな働きかけ

支え合い推進会議や校区社協役員会、ふれあいの会班長会、地区民生委員児童委員協

議会などの住民同士の話し合いの場や、支援関係機関、自助グループ等が開催する話し

合いの場に参加し、情報共有、支え合う関係づくりの促進、課題解決力の向上を図りま

す。

また、複合的な課題を抱えた人 (世帯)に関して、関係機関等と協力して、中心とな

る支援機関や役割分担を記載した個別支援計画を作成し、関係者 (機関)と の連携のも

と、計画的な支援を行います。

さらに、課題を抱えた当事者が地域に溶け込めるように、自治会やふれあいの会、民

生委員・児童委員等に協力を求めながら、住民とともに伴走型の支援を行います。

・個別支援計画の作成 10件程度

(工)要支援者の情報を速やかに把握する

これまでの見守り訪問活動により培われてきた「身近な地域で、お互いに気づき合

い、見守り合える関係」などの好事例を、地域住民と共有し、取組みを進めます。

また、近隣世帯の小さな変化から課題や困りごとに気づくことができる住民を増やす

ため、地域住民を対象とした学習会、研修会等を校区社協等とともに実施します。

さらに、担当コーディネーターは、住民同士の話し合いの場に参加し、地域や個別の

世帯等の困りごとや課題を把握し、個別支援チームと連携し支援に努めます。

・見守り活動の普及 (ふれあいの会) 46校 区
・学習会の企画支援 各校区2回
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ウ 権禾U擁護

(ア)法人後見事業

安定した事業運営のため、市の成年後見制度利用支援事業の利用などにより収入の確

保に努めるとともに、持続的に法人後見事業が運営できる仕組みの検討を行います。

また、本人に不利益が生じないよう関係機関と連携を図りながら臨機応変な対応を図

ります。

・受任件数 11件

(イ )市民後見人の育成

市が主催するフォローアップ研修を受託し、市民後見人の育成を促進します。

また、今後も継続して市民後見人として単独受任ができるよう、本会の法人後見支援

員の業務内容を実践に即した内容に拡大し、当該支援員の実務能力の向上に努めるとと

もに、市民後見人養成講座修了生の活躍の場の創設に向けて、市と協議しながら取り組

みます。

さらに、本会が市民後見人の後見監督人を行うことで、市民後見人が円滑に活動でき

るよう支援します。

・市民後見人 2名

(ウ)中核機関の業務

市が成年後見制度の利用促進のために設置している中核機関を市と連携を図り運営

し、後見人支援等の役割に取り組むとともに、成年後見センターの相談機能の充実と適

正かつ効率的な運営に努めます。

あわせて、地域連携ネットワークの構築に向けて検討します。

・相談件数 755件

(工)日 常生活自立支援事業

利用契約者数に応じた日常生活自立支援専門員配置や生活支援員の確保など適正かつ

適切な事業運営に努めます。

また、利用契約者の判断能力の低下及び課題に応じて、適切な事業利用及び支援がで

きるよう、関係機関との連携強化や専門員、生活支援員のスキルアップに努めます。

(オ)人生あんしん事業

その人らしく人生を終えられるよう、契約に基づき死後事務を行う「人生あんしん事
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業」を行います。

本事業は、契約者が亡くなった後の手続き等に関する重要な事業のため、相談に来ら

れた人と一緒に時間をかけて考えながら進めていきます。

契約後は、電話や訪問による定期的な見守りをしながら、契約者が死亡した際には、

契約者の希望にそつた葬儀・埋葬、家財処分などの手続きを行います。

工 災害への対応
(ア)災害ボランティアセンター運営と本会の業務執行体制の確録

いつ災害が起こっても、災害支援が安定的かつ継続的に行えるよう、福岡県社協や近

隣ネ土協及び NPO法人、大学や企業、事業所、団体等と人的な支援、資機材の提供や物資

等の運搬・配送などについて、平常時から情報共有の場や協働による運営司1練の機会を

設け、必要に応じて連携協定を結びます。

また、専門性や高いスキルを有した災害ボランティアを速やかに確保するため、災害

支援ネット「ハッシュ♯」をはじめとする関係機関と連携し、研修等による災害ボラン

ティア活動経験者のスキルアップに努めます。

なお、市民に対し必要なサービスを届ける業務執行体制を維持するため、事業継続計

画 (BCP)1こついては、災害対応を想定した、より実効性のあるものに検討 。見直し

を行います。

(イ )非常時の支え合い

平時からの見守りや支え合いの促進を目指し、避難行動要支援者名簿を活用した見守

り訪問活動や図上訓練の実施を進めます。

また、避難行動要支援者への支援体制づくりとして、地域住民や関係機関とともに災

害時マイプラン作成の支援をいたします。

さらに、避難行動要支援者が所属する団体への防災講座等に参加し、災害時マイプラ

ンの作成を通して、非常時の支え合いについての周知、啓発に努めます。

オ 情報の発信・広報
(ア)計画的、効果的な広報

アンケートやSNSな どを活用して、住民が求めている情報を把握するとともに、年間

計画を作成し、タイムリーに必要な情報発信を行います。

また、点訳・音訳による視覚障害者への情報の提供に努めます。

さらに、情報発信のさらなる充実 。強化について検討を進めるとともに、研修等によ
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る職員のスキルアップを図ります。

媒体別では、広報紙「くるめ福祉」の内容充実を図るとともに、レイアウトやデザイ

ンが、よりわかりやすく魅力あるものとなるよう努めます。

公式 YouTubeチ ャンネルを介して、本会の取組みや地域の福祉活動、ボランティア活

動などの紹介を積極的に展開します。

校区社協や支え合い推進会議の取組みを、本会のホームページやSNSな ど様々な媒体

を通じて、地域へ積極的に伝えていくようにします。また、二次元コードパネルを設置

し、若年層などに広く周知をしていきます。

ボランティアセンター広報紙「まれつと」の内容充実を図るとともに、本会のホーム

ページや SNSで積極的な周知を行い、メール配信等を通じた読者の増加に努めます。

また、SNSの情報発信回数を増やし、双方向性を活かした情報発信を行うとともに、

スマートフォンでも閲覧しやすいホームページの提供を行います。

さらに、テレビ局、ラジオ局、新聞社等多様な媒体に積極的に情報提供を行います。

・Facebook、 X(1日 Twitter)、 Instagram等への各課投稿  前年度 5%増
。ホームページの閲覧者数  前年比 5%増
・DreamsFMを活用したラジオ放送  毎週水曜日12時 30分からの放送

(イ )積極的な情報公開

現況報告書、事業計画書、事業報告書などの法人情報について、ホームページ等によ

る円滑な提供に努めます。

また、本計画やくるめ支え合うプラン (地域福祉活動計画)など、本会が策定した計

画を始め、久留米市社協ガイド、災害ボランティアセンター設置運営マニュアルなどの

様々な情報について、ホームページなどで公開を進めます。
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(2)事務局体制

ア 組織
(ア)企画 。調整機能の強化

各課業務を横断する調整、事業進捗を管理する調整機能を整備し、中長期的なスパン

で本会運営について企画・調整する機能の強化を図ります。

(イ )ニーズに対応した組漁哉の見直し

「断らない相談・支援」や「伴走型支援」など、ニーズに対応した支援を行うため

に、住民の相談しやすさを最優先に、限られた人材を最大限に活かすという観点から、

現行組織の見直しについて検討します。

イ 職員
(ア)人材の育成
「人材育成基本方針」を見直し、これに沿つた階層別研修、専門研修等を行い職員の

能力向上を図ります。特に、コミュニティツーシャルワーカー研修の充実に取り組みま

す。

また、実践的に行われる 0」Tが人材育成の基本であることから、OJTマニュアルを作

成するとともに、効果的な OJTの実施を進めるために、各職場にて業務マニュアルやト

レーニングツールの整備を行います。

ウ 事務事業
(ア)事務事業の見直し

既存の事務事業について、統廃合や実施方法の見直し、必要性の精査を行います。

また、給与計算、会計処理、税務処理、人事管理などの業務については、業務′メ
~力
率化

及び専門性の確保の観,点から、実施体制の最適化を検討します。

さらなるICT化による事務効率化及び電気料金、保守管理をはじめとした各種契約内

容の見直しなどを行い、よリー層のコスト縮減を進めます。
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(3)跡
ア 財源の確保・活用
(ア)公募事業への参画

指定管理施設 (総合福社会館、日主丸老人福祉センター、三滞総合福祉センター)

は、最近の物価高騰や賃上げの影響を受け厳しい運営状況に直面していますが、一層の

効率的な運営による収益の改善を図ります。

(イ )自 主財源の確保

社協会費・賛助会費収入や寄付金収入は、本会が地域福祉を進めていくための重要な

財源であることから、地域住民に対し、本会の活動に対する理解促進を図りながら、よ

リー層の支援を呼びかけます。

あわせて、福祉事業所や企業・団体への呼びかけや学校等への福祉教育の場面におい

ても、共同募金運動をはじめとする寄付運動への理解・参加を呼びかけます。

また、住民の二▼ズに対応しつつ、自主財源につながる事業の創出や、地域福祉活動

を推進させる新たな自主財源の確保に向けて調査・検討を行います。
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